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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第60期

第２四半期
連結累計期間

第61期
第２四半期
連結累計期間

第60期

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日

自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日

自  平成23年10月１日
至  平成24年９月30日

売上高 (千円) 12,600,963 11,252,438 20,884,205

経常利益 (千円) 2,637,770 1,894,140 3,474,708

四半期(当期)純利益 (千円) 1,515,390 1,165,586 1,892,771

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,643,526 1,440,024 1,854,837

純資産額 (千円) 32,379,272 31,882,263 32,241,256

総資産額 (千円) 37,925,721 36,607,286 36,927,316

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 52.10 40.58 65.08

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 51.91 40.39 64.84

自己資本比率 (％) 85.3 86.9 87.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 519,971 △366,889 2,492,997

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △331,761 1,888,684 △916,065

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △378,162 △1,822,194 △727,489

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,230,447 3,979,924 4,261,062

　

回次
第60期

第２四半期
連結会計期間

第61期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日

自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 45.89 33.76

　
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　
（持株会社）

第１四半期連結会計期間より、TOYO US HOLDINGS L.L.C は、重要性が乏しいため、連結の範囲から除外

しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、金融緩和期待から円安が進展、輸出企業への追い風と

なり、収益改善予想が株価全体の上昇をもたらしました。個人消費も持ち直しの動きが見られ、景気全体

の先行きには不安があるものの、ほのかな明るさが見え始めました。一方で、米国の景気は緩やかながら

回復基調を保ちましたが、依然として債務不安を抱えるヨーロッパ経済は低調に推移し、中国では予想の

範囲内ながら景気拡大のスピードが弱まってきています。また、その他の新興国経済も今一つ力強さが欠

ける状況でした。

こうした中、当社グループは“はかる技術”を基本としたビジネスコンセプトを継続しながら、研究開

発市場に傾注してまいりました。そして国内産業の次なる成長の糧となる“新しい技術・製品の開発”

の一翼を担うべく、欧米を中心にした先端計測技術・機器の導入と、ソフトウェアを中心にした自社シス

テム製品の増強に力を入れてきました。この結果、連結売上高は112億5千2百万円（前年同四半期比10.7%

減）となり、この内、輸入国内取引高は108億9千2百万円、韓国向けを中心とした日本からの輸出取引高は

3億4千5百万円となりました。

利益面では、営業利益18億5千4百万円（前年同四半期比25.1％減）、経常利益18億9千4百万円（前年同

四半期比28.2％減）、四半期純利益は11億6千5百万円（前年同四半期比23.1％減）となりました。　

各セグメントの業績は、次のとおりであります。

(物性測定機器事業)

物性測定機器事業におきましては、新エネルギーの要素技術である電池素材の開発や新たな半導

体素材の研究が継続し、物質の電気特性の測定評価への強いニーズは依然高いまま推移しました。こ

の結果、売上高は24億9百万円（前年同四半期比9.4％減）、営業利益は3億4千6百万円（前年同四半

期比33.5％減）となりました。

(情報通信測定機器事業)

情報通信測定機器事業におきましては、スマートフォンの普及による急激なデータ増に対応すべ

く、ＬＴＥやクラウドコンピューティング、ビッグデータに関連する技術開発が従来に倍するスピー

ドで進んでおり、合わせてセキュリティへの関心も強くなっております。この結果、売上高は33億2千

7百万円（前年同四半期比3.2％増）、営業利益は5億2千2百万円（前年同四半期比15.9％減）となり

ました。

(振動解析測定機器事業)

振動解析測定機器事業におきましては、鉄道・航空関連産業向けは堅調でしたが、中心となる自動

車関連業界の研究開発投資が中国市場の不調の影響により低調に推移しました。この結果、売上高は

20億円（前年同四半期比16.3％減）、営業利益は6億4千4百万円（前年同四半期比34.5％減）となり

ました。

(ＥＭＣ測定機器事業)
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ＥＭＣ測定機器事業におきましては、国内市場は特に大手電機各社を中心として依然低調であり、

中国市場で補うにはいたりませんでした。この結果、売上高は11億1千7百万円（前年同四半期比

15.8％減）、営業利益は8千4百万円（前年同四半期比41.3％減）となりました。

(その他の測定機器事業)

その他の測定機器事業におきましては、多岐に渡る測定分野が対象になっており、復興需要を背景

にした海洋計測機器は堅調でしたがその他の分野に伸びがみられず、売上高は22億8千1百万円（前

年同四半期比12.0％減）、営業利益は4億4千6百万円（前年同四半期比18.3％減）となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3億2千万円減少し、366億7百

万円となりました。主な減少要因は、投資有価証券の減少15億7千5百万円、有価証券の減少2億9千8百万円

等によるものであります。一方、主な増加要因は、受取手形及び売掛金の増加16億8千1百万円等によるも

のであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ3千8百万円増加し、47億2千5百万円となりました。主な増加要因は、支

払手形及び買掛金の増加5億9千2百万円等によるものであります。一方、主な減少要因は、未払法人税等の

減少3億4千8百万円等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ3億5千8百万円減少し、318億8千2百万円となりました。主な減少要

因は、自己株式の取得10億3千6百万円及び配当金の支払い7億8千5百万円等によるものであります。一方、

主な増加要因は、四半期純利益11億6千5百万円等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、40,726千円であります。な

お、当第２半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度

末に比べ2億8千1百万円減少し、39億7千9百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益19億1千3百万円の計上及び仕入債務の増加額5億9

千2百万円によるものであり、一方、資金の主な減少要因は、売上債権の増加額16億8千1百万円及び法人税

等の支払額10億5千6百万円によるものであります。

　この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは3億6千6百万円の減少(前年同四半期は5億1千9百万円

の増加)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

資金の主な増加要因は、有価証券の売却による収入36億3千5百万円によるものであり、一方、資金の主

な減少要因は、有価証券の取得による支出11億8百万円及び投資有価証券の取得による支出6億円による

ものであります。
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　この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは18億8千8百万円の増加(前年同四半期は3億3千1百万円

の減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

資金の主な減少要因は、自己株式の取得による支出10億3千6百万円及び配当金の支払額7億8千5百万円

によるものであります。

　この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは18億2千2百万円の減少(前年同四半期は3億7千8百万円

の減少)となりました。

　

(6) 生産、受注及び販売の状況

当第２四半期連結累計期間において、ＥＭＣ測定機器事業の受注の実績が著しく増加しております。

これは、プレート運動測定用アンテナシステムの受注の実績が大きく伸長したことによるものです。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年５月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,085,00029,085,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

計 29,085,00029,085,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成25年１月４日

新株予約権の数 284個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数 28,400株　            (注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円           (注)２

新株予約権の行使期間 平成25年１月22日～平成55年１月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

１株当たり発行価格　　　819円
１株当たり資本組入額　　410円　   (注)３

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締

役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」とい

う)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株

予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの

間に限り、新株予約権を行使することができる。

②前記①に関わらず、新株予約権者は、上記の行使期間内に

おいて、以下のア．またはイ．に定める場合(ただし、イ．

については、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条

第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、

「再編対象会社」という）の新株予約権が交付される旨が

合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定

められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に

限り新株予約権を行使できる。
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新株予約権の行使の条件

ア．新株予約権者が平成54年１月21日に至るまでに権利行

使開始日を迎えなかった場合

平成54年１月22日から平成55年１月21日

イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社

が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計

画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主

総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場

合）

当該承認日の翌日から15 日間

③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる

新株予約権を行使することができない。

④新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める遺族が、

新株予約権を継承するものとする。

⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」

に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸

収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる

場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ

当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以

下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行

為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生

ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、

吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割

につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき

株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と

いう）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付すること

とする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に

おいて定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数

をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じて決定

する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従っ

て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の

株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、

交付される新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使

期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の

満了日までとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増

加する資本金及び資本準備金に関する事項

　（注）４に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の

取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

　（注）５に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(注) １　新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という）は100株とします。なお、当社が当社普通株式

の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行う場合、株式の

無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整に

よって生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

３　発行価格は、新株予約権の払込金額１株当たり818円と行使時の１円を合算しています。なお、新株予約権の払

込金額１株当たり818円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しております。

４　①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

上げます。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等

増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

５　①次の各号に掲げる事項が株主総会（株主総会の承認を要しない場合は取締役会）で承認されたときには、未

行使の新株予約権については当社が無償で取得することができます。

ア．当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案

イ．当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案

ウ．当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案

エ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

オ．募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案

②前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由

が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとします。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成25年１月15日

　（注）
△1,552 29,085― 4,158,000― 4,603,500

　（注）自己株式の消却による減少であります。

　

(6) 【大株主の状況】

平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,463 5.03

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人　資産管理サービス信託銀行
株式会社)

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号)

1,036 3.56

RBC IST LONDON-CLIENTS ACCOUNT
(常任代理人　シティバンク銀行株式会
社)

7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST
TRONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3
(東京都品川区東品川二丁目３番14号)

1,021 3.51

株式会社みずほ銀行
(常任代理人　資産管理サービス信託銀行
株式会社)

東京都千代田区内幸町一丁目１番５号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号)

959 3.29

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 838 2.88

エムエルピーエフエスカストディーアカ
ウント
(常任代理人　メリルリンチ日本証券株式
会社)

SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL CENTER
NEW YORK N.Y. USA
(東京都中央区日本橋一丁目４番１号)

639 2.20

東陽テクニカ従業員持株会 東京都中央区八重洲一丁目１番６号 613 2.11

西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番17号 523 1.80

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 490 1.68

メロンバンクトリーティークライアンツ
オムニバス
(常任代理人　株式会社みずほコーポレー
ト銀行決済営業部)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

464 1.59

計 ― 8,050 27.67

(注) １　上記の所有株式数のうち、証券投資信託及び年金信託等の設定分は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,463千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 838千株

２　上記のほか、当社所有の自己株式962千株(3.31％)があります。
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３　バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッドから、平成25年１月21日付で、大量保有報告書の提出が

あり、平成25年1月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四

半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっており

ます。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

バーガンディ・アセット・マネジメント・
リミテッド

カナダ MJ5 2T3 オンタリオ、トロン
ト、ベイ・ストリート181、スウィート
4510

1,461 5.02

計 ― 1,461 5.02

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) 　 ― ― ―

完全議決権株式
(自己株式等)

(注)１ 普通株式     962,100 ― ―

完全議決権株式(その他) (注)２ 普通株式  28,066,400280,664 ―

単元未満株式 (注)３ 普通株式      56,500 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 29,085,000 ― ―

総株主の議決権 　 ― 280,664 ―

(注) １　「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２　「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権の数12個)　　

含まれております。

３　「単元未満株式」の株式数の欄には、当社保有の自己株式が26株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社東陽テクニカ
東京都中央区八重洲一丁目
１番６号

962,100― 962,100 3.31

計 ― 962,100― 962,100 3.31

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年１月１日

から平成25年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年10月１日から平成25年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,596,609 2,615,149

受取手形及び売掛金 ※1
 3,955,258

※1
 5,636,801

有価証券 9,519,307 9,220,534

商品及び製品 819,038 723,378

その他 724,145 811,352

貸倒引当金 △800 △1,100

流動資産合計 17,613,559 19,006,116

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,532,394 ※2
 2,481,456

車両運搬具（純額） 11,787 9,291

工具、器具及び備品（純額） 396,143 367,928

土地 5,596,785 5,596,785

有形固定資産合計 8,537,111 8,455,460

無形固定資産

その他 48,185 79,245

無形固定資産合計 48,185 79,245

投資その他の資産

投資有価証券 6,637,416 5,061,599

その他 4,116,843 4,030,662

貸倒引当金 △25,800 △25,800

投資その他の資産合計 10,728,460 9,066,462

固定資産合計 19,313,757 17,601,169

資産合計 36,927,316 36,607,286

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 1,552,414

※1
 2,144,795

未払法人税等 1,072,440 724,169

賞与引当金 540,000 500,000

役員賞与引当金 38,000 －

その他 830,866 706,489

流動負債合計 4,033,721 4,075,454

固定負債

退職給付引当金 485,778 492,548

その他 166,560 157,020

固定負債合計 652,338 649,568

負債合計 4,686,059 4,725,022
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,158,000 4,158,000

資本剰余金 4,603,500 4,603,500

利益剰余金 25,232,319 24,005,914

自己株式 △1,638,583 △1,068,840

株主資本合計 32,355,236 31,698,573

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △154,824 73,125

繰延ヘッジ損益 △1,882 28,916

為替換算調整勘定 △442 15,247

その他の包括利益累計額合計 △157,149 117,289

新株予約権 43,169 66,400

純資産合計 32,241,256 31,882,263

負債純資産合計 36,927,316 36,607,286
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

売上高 ※1
 12,600,963

※1
 11,252,438

売上原価 6,650,613 6,084,049

売上総利益 5,950,350 5,168,389

販売費及び一般管理費 ※2
 3,474,001

※2
 3,313,404

営業利益 2,476,348 1,854,984

営業外収益

受取利息 80,649 55,352

受取配当金 19,506 19,317

有価証券売却益 7,264 6,538

為替差益 20,301 －

その他 71,657 7,993

営業外収益合計 199,378 89,203

営業外費用

支払利息 2,657 1,944

有価証券売却損 16,460 12,002

為替差損 － 28,025

持分法による投資損失 17,918 －

その他 919 8,075

営業外費用合計 37,956 50,047

経常利益 2,637,770 1,894,140

特別利益

固定資産売却益 4,627 29,448

国庫補助金 － 3,242

特別利益合計 4,627 32,690

特別損失

固定資産処分損 570 4,847

固定資産圧縮損 － 3,020

ゴルフ会員権評価損 － 5,786

為替換算調整勘定取崩額 55,385 －

特別損失合計 55,955 13,653

税金等調整前四半期純利益 2,586,442 1,913,177

法人税、住民税及び事業税 1,193,000 712,000

法人税等調整額 △121,947 35,590

法人税等合計 1,071,052 747,590

少数株主損益調整前四半期純利益 1,515,390 1,165,586

四半期純利益 1,515,390 1,165,586
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,515,390 1,165,586

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 63,652 227,949

繰延ヘッジ損益 7,396 30,798

為替換算調整勘定 57,086 15,690

その他の包括利益合計 128,135 274,438

四半期包括利益 1,643,526 1,440,024

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,643,526 1,440,024

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,586,442 1,913,177

減価償却費 191,748 167,273

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 300

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 △40,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △38,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,583 6,770

受取利息及び受取配当金 △100,155 △74,670

支払利息 2,657 1,944

持分法による投資損益（△は益） 17,918 －

有価証券売却損益（△は益） 9,196 5,463

固定資産除売却損益（△は益） △4,057 △24,601

為替換算調整勘定取崩損 55,385 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,230,812 △1,681,221

たな卸資産の増減額（△は増加） 253,175 95,659

仕入債務の増減額（△は減少） 1,067,681 592,276

その他 371,658 △320,259

小計 1,229,023 604,112

利息及び配当金の受取額 92,730 75,482

利息の支払額 △2,657 △1,944

法人税等の支払額 △799,124 △1,056,184

法人税等の還付額 － 11,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 519,971 △366,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △1,273,273 △1,108,906

有価証券の売却による収入 2,511,646 3,635,603

有形固定資産の取得による支出 △144,375 △82,565

有形固定資産の売却による収入 7,281 37,275

無形固定資産の取得による支出 △1,293 △468

投資有価証券の取得による支出 △1,412,852 △600,000

投資有価証券の売却による収入 － 15,202

その他 △18,894 △7,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △331,761 1,888,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △67 △1,036,905

配当金の支払額 △378,095 △785,290

ストックオプションの行使による収入 1 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,162 △1,822,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,450 20,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193,402 △280,350
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
　至 平成25年３月31日)

現金及び現金同等物の期首残高 3,423,849 4,261,062

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △787

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,230,447

※
 3,979,924
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日)

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、TOYO US HOLDINGS L.L.C は、重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しておりま

す。

　

【会計方針の変更等】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額

は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

　　　なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

受取手形 42,124千円 24,672千円

支払手形 52,043千円 87,201千円

　

※２　国庫補助金等の受入により、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであ

ります。

　

　
前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

建物 － 3,020千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１　前第２四半期連結累計期間(自　平成23年10月１日　至　平成24年3月31日)及び当第２四半期　　　　　　　　

連結累計期間(自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日)

　  当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期

間に集中するため、四半期連結会計期間の売上高には季節的変動があります。
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※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日)

従業員給与及び賞与 1,268,484千円 1,249,013千円

賞与引当金繰入額 530,000千円 500,000千円

退職給付費用 98,000千円 90,000千円

貸倒引当金繰入額 600千円 300千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金 1,766,303千円 2,615,149千円

預入れ期間が３ヶ月を超える
定期預金

－ △100,000千円

短期投資の有価証券等(MMF等) 1,464,143千円 1,464,775千円

現金及び現金同等物 3,230,447千円 3,979,924千円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月20日
定時株主総会

普通株式 378,095 13平成23年９月30日 平成23年12月21日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年4月24日
取締役会

普通株式 349,022 12平成24年３月31日 平成24年６月４日 利益剰余金

　

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月20日
定時株主総会

普通株式 785,290 27平成24年９月30日 平成24年12月21日 利益剰余金
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２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年4月24日
取締役会

普通株式 449,965 16平成25年３月31日 平成25年６月４日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

　　（１）自己株式の取得

当社は、平成24年10月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成24年10月25日から平成25年3月22

日にかけて、市場買付により当社普通株式964,300株を総額1,036,737千円にて取得しております。

　　（２）自己株式の消却

当社は、平成24年10月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年１月15日付で自己株式

1,552,000株の消却を実施しております。この結果、自己株式が1,604,036千円減少し、利益剰余金も

同額減少しております。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

報告セグメント
その他
（注）

合計物性
測定機器
事業

情報通信
測定機器
事業

振動解析
測定機器
事業

ＥＭＣ
測定機器
事業

その他の
測定機器
事業

計

売上高 2,658,6553,225,2352,390,1731,327,3412,594,18512,195,592405,37112,600,963

セグメント利益
又は損失（△）

520,995620,968984,112144,615546,0272,816,719△4,2192,812,499

（注） 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に韓国向けの社会インフラ等の販売

を含んでおります。

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 2,816,719

「その他」の区分の損失 △4,219

全社費用（注） △336,151

四半期連結損益計算書の営業利益 2,476,348

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

報告セグメント
その他
（注）

合計物性
測定機器
事業

情報通信
測定機器
事業

振動解析
測定機器
事業

ＥＭＣ
測定機器
事業

その他の
測定機器
事業

計

売上高 2,409,3533,327,6082,000,9061,117,4392,281,88511,137,193115,24511,252,438

セグメント利益
又は損失（△）

346,204522,440644,74284,953446,1012,044,441△9,8332,034,608

（注） 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に韓国向けの社会インフラ等の販売

を含んでおります。

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 2,044,441

「その他」の区分の損失 △9,833

全社費用（注） △179,623

四半期連結損益計算書の営業利益 1,854,984

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

(金融商品関係)

前連結会計年度末(平成24年９月30日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

科目
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

有価証券及び投資有価証券 15,919,425 15,919,425 ―

　
（注１）金融商品の時価の算定方法

有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、主として取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によって

おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照

下さい。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

関係会社株式 22,794

非上場株式 214,504

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「有価

証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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当第２四半期連結会計期間末(平成25年３月31日)

有価証券及び投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結

会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものは、次表には含めておりません（(注２)を参照下さい。）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

科目
四半期連結貸借対照表

計上額
時価 差額

有価証券及び投資有価証券 14,044,835 14,044,835 ―

　
（注１）金融商品の時価の算定方法

有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、主として取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によって

おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照

下さい。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　(単位：千円)

区分 四半期連結貸借対照表計上額

関係会社株式 22,794

非上場株式 214,504

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「有価

証券及び投資有価証券」には含めておりません。

　

(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成24年９月30日)

その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 786,097 753,984 △32,113

(2) 債券 　 　 　

   社債 11,062,061 10,774,139 △287,922

(3) その他 4,399,880 4,391,302 △8,578

計 16,248,039 15,919,425 △328,614
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当第２四半期連結会計期間末(平成25年３月31日)

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が見ら

れます。

その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
四半期連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 786,088 957,073 170,984

(2) 債券 　 　 　

   社債 9,184,666 9,126,736 △57,929

(3) その他 3,959,211 3,961,025 1,813

計 13,929,966 14,044,835 114,868

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 52円10銭 40円58銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 1,515,390 1,165,586

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 1,515,390 1,165,586

    普通株式の期中平均株式数(株) 29,084,750 28,723,682

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 51円91銭 40円39銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 108,252 134,496

      (うち新株予約権) (108,252) (134,496)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

平成25年４月24日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）　中間配当による配当金の金額　・・・・・・・　449,965千円

（ロ）　１株当たりの金額　・・・・・・・・・・・・　16円

（ハ）　支払請求の効力発生日及び支払開始日　・・・　平成25年６月４日

（注）平成25年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２５年５月８日

株式会社 東陽テクニカ

取締役会  御中

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員　　

　 公認会計士    鈴　木　昌　治   　 印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    滝　沢　勝　己 　   印

　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社東陽テクニカの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの連結会計年度の第２四半期連
結会計期間（平成２５年１月１日から平成２５年３月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２４
年１０月１日から平成２５年３月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照
表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記につ
いて四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東陽テクニカ及び連結子会社の平成
２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
 
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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